
○ 潜在ニーズも含めた待機児童の解消を強力に進めるため、潜在ニーズも含めた待機児童の解消に意欲のある
自治体の手上げ方式により、以下の支援策を総合的に実施。（この他、所要の保育所運営費も確保）

待機児童解消加速化プランの支援パッケージ

１．賃貸方式や国有地も活用した保育所整備 【ハコ】
［施設整備費］
○保育所緊急整備事業
［改修費・賃借料等］
○賃貸物件を活用した保育所整備事業
○小規模保育設置促進事業（※）
○幼稚園預かり保育改修事業
○家庭的保育改修事業
［土地等の確保］
○民有地マッチング事業
○国有地、公有地の活用

新

新

新

２．保育の量拡大を支える保育士確保 【ヒト】
［保育士確保施策］

○保育士養成施設新規卒業者の確保
○保育士の就業継続支援
○潜在保育士の再就職等を支援する「保育士・保育所
支援センター」の設置
○再就職前研修の実施
○職員用宿舎借り上げ支援
［保育士の資格取得と継続雇用の支援］

○認可外保育施設に勤務する保育士資格を有しない
保育従事者の保育士資格取得に対する支援
○保育士養成施設入学者に対する修学資金貸付
［保育士の処遇改善］
○保育士の処遇改善

新

新

３．小規模保育事業など新制度の先取り
［小規模保育運営支援事業］
○施設型小規模保育事業（利用定員６人以上１９人
以下の施設）への運営費支援（※）
○グループ型小規模保育事業（複数の保育ママが同
一の場で実施）への運営費支援

［長時間預かり保育支援事業］
○幼稚園で行う長時間預かり保育への運営費支援
［利用者支援］

○利用者支援の強化に向けた専任職員の配置（※）

新

４．認可を目指す認可外保育施設への支援
［整備費支援］
○改修費、賃借料等（※）
［運営費支援］
○一定程度の基準を満たした施設への運営費支援
［移行費支援］
○認可化移行可能性調査費
○移転費用、仮設費用等（※）

○認可外保育施設に勤務する保育士資格を有しな
い保育従事者の保育士資格取得に対する支援
【再掲】

新

新

新

５．事業所内保育施設への支援

○助成要件を緩和 （※）
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（注１）「５．事業所内保育施設への支援」は労働保険特別会計、その他の事業は安心こども基金により実施。
（注２）※は財源を検討（保育緊急確保事業の活用など） （次頁以降も同様）

（注）以下については、現段階で想定しているものであり、今後変更があり得る。


